
改  正  案   現  行   

c放課後児童の衛生・安全対策事業   c放課後児童の衛生・安全対策事業   

現行めとおり押掛  （略）  

d障害児受入推進事業  

弧i 血騰 
址鮨  

皿壷 

1而■「射がt■月弓l愉l■1暮l■青々弓プに崩は  

□皿2盟墓室澄志朗1子のi緬i指く  
3愉l■l嘉l計■ケヲブが 

1禽℡†鮒〟t現し1ねt■1暮曙tウうづに一点檀  

■tl，うづが■田1手の●用さ市町村が  全社  
血＿＿．＿⊥＿」型⊆皇些≦茎些 3触王■竃嘉I別■ウライ轟く■円仁虫Ii‡岳j■■にl王る8  

（ミキ11rl騰i■■の】Ft‾舞注t鑓t士t暮当‾事もt良一一打患に0をすること＿  

（簿ク）当11仕度にE■暮隈の啓入右手雷l．Tいト〟やれ燻1■ない暮書■に上り銭1がlにl■暮l胃力tウ弓プ募力l田IJ上人、「ナー1■禽は■嘉】■に手の  

理由皇妃▲土塁こ上．＿  

別紙様式6  男Ij紙様式6   

現行のとおり（略）  （田鉛  

別紙様式7  別紙様式7   

現行のとおり（四討  （略）  

別紙様式8  別紙様式8   

現行のとおり（略）   （略）  



（別紙）  児童厚生施設等整備費交付要綱新旧対照表  

現  行  改  正  後  

別 紙  

児童厚生施設等整備費交付要綱   

（通 則）  

1．児童厚生施設等整備費の国庫補助については、予算の範囲内にお  
いて交付するものとし、法令又は予算の定めるところに従い補助金  
等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第17  
9号）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令  
（昭和30年政令第255号。以下「適化法施行令」という。）及  

び厚生労働省所管補助金等交付規則（平成12年厚生省・労働省令  
第6号）の規定によるほか、この交付要綱の定めるところによる。   

（交付の目的）   

2．この補助金は、児童手当法（昭和46年法律第73号）第29条  
の2に規定する児童育成事業として、児童厚生施設等の整備の促進  
を図ることにより児童の福祉の増進に資することを交付の目的とす  
る。   

（定 義）   

3．この要綱において「児童厚生施設等」とは、次に掲げるものをい  
。   

（1）平成2年8月7日厚生省発児第123号本職通知の別紙「児童  
館の設置運営要綱」（以下「設置運営要綱」という。）の第2か  
ら第4に定める小型児童館、児童センター（大型児童センターを  
含む。以下同じ。）及び大型児童館（「C型児童館」を除く。以  
下同じ。）。   

（2）平成19年3月30日18文科生第587号・雇児発第0330039号  
文部科学省生涯学習政策局長・厚生労働省雇用均等・児童家庭局  
長連名通知の別添2「放課後児童健全育成事業実施要綱」に基づ  
く事業（以下「放課後児童健全育成事業」という。）を実施する  
ための施設（以下「放課後児童クラブ室」という。）。  

4．この要綱において「施設整備」とは、次の表の整備区分ごとに掲  
げる整備内容をいう。   

児童厚生施設等整備費交付要綱  

（通則）  

1．（略）  

（交付の目的）  

2．（略）  

（定 義）  

3，この要綱において「児童厚生施設等」とは、次に掲げるものをい  
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4．（略）  



改  正  後  現  行  

整備区分   整  備  内  容  整傭区分   整  備  内  容  

創 設  創  設  新たに施設を整備すること。  
ただし、小型児童館及び児童センター（大型児童セン  改  築  既存施設の改築整備をすること。  
ターを除く。）においては、年長児重用整備を伴う整  拡 張  
備をすること。  

改 
延面積の増加を図る整備をすること  

築  （2）既設の小型児童館及び児童センタ十において  
ただし、小型児童館及び児童センタ ー（大型児童セン  放課後児童健全育成事業を実施するため、延面積の  
ターを除く。）においては、年長児童用整備を伴う整  増加を図る整備をすること。  
備をすること。  （3）既設の小型児童館及び児童センター（大型児童セ  

拡 張  ンターを除く。）において、年長児童用整備を伴う  
延面積の増加を図る整備をすること。  既存施設の延面積の増加を図る整備をすること  

（2）既設の／ト型児童館及び児童センターにおいて、  大規模修繕   

放課後児童健全育成事業を実施するため、延面積の  08号厚生省児童家庭局長通知「児童厚生施設整備  
増加を図る整備をすること。  における大規模修繕等の取扱いについて（以下「通  

（3）既設の小型児童館及び児童センター（大型児童セ  知」という。）」により整備すること。  
ンターを除く。）において、年長児童用整備を伴う  （2）既設の小型児童館及び児童センター（大型児童セ  
既存施設の延面積の増加を図る整備をすること。  ンターを除く。）において、年長児童用整備を伴う  

大規模修繕   上記通知による整備をすること。  
08号厚生省児童家庭局長通知「児童厚生施設整備  
における大規模修繕等の取扱いについて（以下「通  
知」という。）」により整備すること。  

（2）既設の小型児童館及び児童センター（大型児童セ  
ンターを除く。）において、年長児童用整備を伴う  
上記通知による整備をすること。  

（交付の対象）  （交付の対象）  
5．この補助金は、次の事業を交付の対象とする。  5．この補助金は、次の事業を交付の対象とする。  
（1）設置運営要綱に基づき都道府県が設置する大型児童館の施設整備  （1）設置運営要綱に基づき都道府県が設置する大型児童館の施設整備  
（2）設置運営要綱に基づき指定都市及び中核市が設置するB型児童  （2）設置運営要綱に基づき指定都市及び中核市が設置するB型児童  

館、小型児童館、児童センター及び3の（2）に定める放課後児  館、小型児童館及び児童センターの施設整備  
童クラブ室の創設のための施設整備  

（3）設置運営要綱に基づき市町村（特別区を含み指定都市及び中核  （3）設置運営要綱に基づき市町村（特別区を含み指定都市及び中核  
市を除く。以下同じ。）が設置するB型児童館、小型児童館、児  市を除く。以下同じ。）が設置するB型児童館、小型児童館及び  
童センター及び3の（2）に定める放課後児童クラブ室の創設の  児童センターの施設整備に対し、都道府県が行う補助  
ための施設整備に対し、都道府県が行う補助  

（4「設置運営要綱に基づき社会福祉法人及び民法（明治29年法律  （4）設置運営要綱に基づき社会福祉法人及び民法（明治29年法律  
第89号）第34条の規定により設立された法人（以下「社会福  第89号）第34条の規定により設立された法人（以下「社会福  
祉法人等」という。）が設置するB型児童館、小型児童館、児  祉法人等」という。）が設置するB型児童館、小型児童館及び児  
童センター及び3の（2）に定める放課後児童クラブ室の創設の  童センターの施設整備に対し、都道府県、指定都市又は中核市カ  
ための施設整備に対し、都道府県、指定都市又は甲核市が行う補 ‾  
蘭  

行う補助   

の
N
 
 
 



改  正  後   現  行   

（5）その他厚生労働大臣が特に必要と認める児童厚生施設等の施設   （5）指定都市及び中核市が設置する3の（2）に定める放課後児童  
整備  クラブ室の創設のための施設整備  

（6）市町村が設置する3の（2）に定める放課後児童クラブ室の創   
設のための施設整備に対し、都道府県が行う補助  

l  

（7）その他厚生労働大臣が特に必要と認める児童厚生施設等の施設   

（整備補助の対象外）  

6．この補助金は、次に掲げる費用については補助対象としないもの   
とする。  

（1）土地の買収又は整地に要する費用  
（2）既存建物の買収（既存建物を買収することが建物を新築するこ  

とより効率的であると認められる場合における当該建物の買収を  
除く。）に要する費用  

（3）門、囲障、構内の雨水排水設備、構内通路等の外構整備に要す  
る費用（B型児童館の野外活動設傭に要する費用を除く。）  

（4）その他整備費として適当と認められない費用   

（交付額の算定方法）  

7．この補助金の交付額は、次により算出するものとする。  
ただし、算出された額に1，000円未満の端数が生じた場合には、   

これを切り捨てるものとする。  
（1）都道府県設置分  

別表の第4欄に定める基準額と第5欄に定める対象経費の実支  
出額とを比較して少ない方の額を選定し、この額と第1欄の区分  
の総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して  
少ない方の額（以下「補助基本額」という。）に3分の1を乗じ  
て得た額の範囲内の額を交付額とする。  

（2）指定都市及び中核市設置分  
7の（1）に定める方法と同様の方法により算定した補助基本額  

（整備補助の対象外）  

6．この補助金は、次に掲げる費用については補助対象としないも  
のとする。  

（1）（略）  

（2）（略）  
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（4）（略）   

（交付額の算定方法）  

7．この補助金の交付額は、次により算出するものとする。  
ただし、算出された額に1，000円未満の端数が生じた場合には、   

これを切り捨てるものとする。  
（1）（略）  

の
∽
 
 

（2）（略）  

3分の1を乗じて得た額の範囲内の額を交付額とする。  ナ
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町村設置分   （3）（略）  
7の（1）に定める方法と同様の方法により算定した補助基本額  

に3分の2を乗じて得た額と都道府県が行った補助の実支出額と  
を比較して少ない方の額に2分の1を乗じて得た額の範囲内の額  
を交付額とする。   



改  正  後  現  行  

（4）（略）  （4）社会福祉法人等設置分  

7の（1）に定める方法と同様の方法（ただし、その費用のため  
の寄付金があるときは、その寄付金の額は控除しないものとす  
る。）により算定した補助基本額に3分の2を乗じて得た額と都  
道府県、指定都市又は中核市が行った補助の実支出額とを比較して  
少ない方の額に2分の1を乗じて得た額の範囲内の額を交付額とする。  
なお、前年度からの継続事業において、別表の第4欄（3、4、   

第2欄の区分が拡張であるもののうち第4欄の2及び第2欄の区分   
が大規模修繕であるもののうち第4欄の2を除く。）に定める基準   
額を算定する場合には、平成18年度の単価を適用する。   

（交付の条件）  

8．この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。  
（1）事業に要する経費の配分の変更をする場合には、厚生労働大臣  

の承認を受けなければならない。  

（2）事業の内容のうち、次のものを変更する場合には、厚生労働大  
臣の承認を受けなければならない。  
ア．建物の規模又は構造（施設の機能を著しく変更しない程度の  

軽微な変更を除く。）  
イ．建物等の用途  

（3）事業を中止し、又は廃止する場合には、厚生労働大臣の承認を  
受けなければならない。  

（4）事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難に  
なった場合には、速やかに厚生労働大臣に報告してその指示を受  
けなければならない。  

（5）事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並  
びに事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円  
以上の機械及び器具については、適化法施行令第14条第1項第  
2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するま  
で、厚生労働大臣の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に  
反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は馳果こ供してはならない。  

（6）厚生労働大臣の承認を受けて財産を処分することにより収入が  
あった場合には、その収入の全部又は→部を国庫に納付させるこ  
とがある。  

（7）事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業  
の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとと  
もに、その効率的な運用を図らなければならない。  

（8）この補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした  
別紙11の様式による調書を作成し、これを事業完了後5年間保管  
しておかなければならない。   

なお、前年度からの継続事業において、別表の第4欄（3、4、   
第2欄の区分が拡張であるもののうち第4欄の2及び第2欄の区分   
が大規模修繕であるもののうち第4欄の2を除く。）に定める基準   
額を算定する場合には、平成ユ＿旦年度の単価を適用する。  

（交付の条件）  

8．この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。  
（1）（略）   

（2）（略）  

（3）（略）   

（4）（略）  

（5）（略）  

（6）（略）  

（7）（略）  

（8）（略）  



改  正  後   現  行   

（9）  （9）事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかな  
る契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に  
請け負わせることを承諾してはならない。  

（10）（略）  （10）地方公共団体以外の者が事業を行うために締結する契約につい  

l  

ては、一般競争入札に付するなど都道府県、指定都市又は中核市  

l が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。 ■   

（11）この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉   
付き郵便葉書等寄付金配分金、又は、日本自転車振興会又は日本   
小型自動車振興会若しくは日本船舶振興会の補助金の交付を受け   
てはならない。  

（12）都道府県、指定都市又は中核市が、市町村又は社会福祉法人等   
に対して間接補助金を交付する場合には（1）から（8）に掲げる条   
件（ただし、社会福祉法人等については（8）の調書に替えて「事   
業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び   
支出についての証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業   
完了後5年間保管しておかなければならない。」の条件を加え   
る。）を付さなければならない。   

（11）（略）  

（12）（略）  

「
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この場合において、（1）、（2）、（3）、（4）及び（6  
労働大臣」とあるのは「都道府県知事又は指定都市若  
市の市長」と、（5）中「厚生労働大臣の承認」とあるのは  
道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長の承認」と  
中「国庫」とあるのは、「都道府県、指定都市又は中核市  
それぞれ読み替えるものとする。  

（13）（12）により付した条件に基づき都道府県知事又は指定都市若し  
くは中核市の市長が承認又は指示をする場合には、あらかじめ厚  
生労働大臣の承認又は指示を受けなければならない。  

（14）市町村又は社会福祉法人等から財産の処分による収入の全部又  
は一部の納付があった場合には、その納付額の全部又は一部を国  
庫に納付させることがある。   

（申請手続）   

9．補助金の交付の申請は、別紙1から5の様式による申請書に関係   
書類を添えて、毎年度8月末日までに厚生労働大臣に提出するもの  
とする。   

（変更申請手続）  

10．補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追   
加交付申請等を行う場合は、9に定める申請手続に従い、毎年度別  
に指示する期日までに行うものとする。   

（13）（略）  

（14）（略）  

（申請手続）  

9．（略）  

（変更申請手続）  

10．（略）  



行  現  改  正  後  

（交付決定までの標準的期間）  

11．厚生労働大臣は、9若しくは10による申請書が到達した日から   
起算して原則として120日以内に交付の決定（変更交付決定を含  
む。）を行うものとする。   

（補助金の概算払）  

12．厚生労働大臣は、必要があると認める場合においては、国の支払   
計画承認額の範囲内において概算払をすることができる。   

（状況報告）  

13．施設整備に係る工事に着工したときは、別紙12の様式により工事   
に着工した日から10日以内に、また、工事進捗状況については別  
紙13の様式により毎年度12月末日現在の状況を翌月15日までに   
厚生労働大臣に報告しなければならない。   

（実績報告）  

14，補助金の事業実績報告は、次により行わなければならない。  
別紙6、7，8、9又は10の様式による報告書に関係書類を添  

えて、事業の完了の日から起算して1か月を経過した日（8の（3）   
または（13）により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当   
該承認通知を受理した日から1か月を経過した日）又は翌年度4月   
10日のいずれか早い日までに、厚生労働大臣に提出して行わなけ  
ればならない。  

なお、事業が翌年度にわたるときは、この補助金の交付の決定に   
係る国の会計年度の翌年度の4月30日までに、別紙14の様式に  
よる報告書を厚生労働大臣に提出して行わなければならない。   

（補助金の返還）  

15．厚生労働大臣は、交付すべき補助金の額を確定した場合におい   
て、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定  
めて、その超える部分について国庫に返還することを命ずる。   

（その他）  

16．特別の事情により、7、9、10及び14に定める算定方法、   
手続によることができない場合には、あらかじめ厚生労働大臣の承   
認を受けてその定めるところによるものとする。   

（交付決定までの標準的期間）  

11．（略）  

（補助金の概算払）  

12．（略）  

（状況報告）  

13．（略）  

（実績報告）  

14．（略）  

（補助金の返還）  

15．（略）  

（その他）  

16．（略）  



改  正  後  現  行   

別 表  別 表   

芸  況  ≡書  芸  ヨ  ≡－   

1区 分  2整備区分  3 種 目  4  基  準  額   5  対 象 経 費   1区分  2整備区分  3 種 目  4  基  準  額   5  対 象 経 費  

施  設  創  設  工事費  1 施設の種類ごとに次に掲げる額   児童厚生施設等の施設整    施  設  創  設  工事費  1 施設の種類ごとに次に掲げる額   児童厚生施設等の施設整  

及  び  （1）大型児童館   備に必要な工事費又は工事    整備費  （1）大型児童館   備に必要な工事費又は工事  
l 【災   架  lア A型児童館  ‖  ‖                                                                                   ‖   】 改  築  】 ア A型児童館   l請負費及び工事事務費（工  

事施工のため直接必要な事  

務に要する費用であって、  

旅費、消耗品費、通信運搬  

費、印刷製本費及び設計  
監理料等をいい、その額は  

工事費又は工事請負費の  

2，6％に相当する額を限  

度とする。以下同じ。）  

厚生労働大臣が承認した面積（ただし、   

都道府県の人口規模により、付表1に掲   

げる補助基準面積の範囲内で、2，000平   
方米以上のもの。）に1平方米当たり基   

準単価356，800円（実1平方米当たり基   

準単価に満たないときは実1平方米当た   

り単価とする。）を乗じて得た頼。  

イ B型児童館（1，500平方米以上）  

535．414千円   

（ただし、A型児童館と併設する場合に   

は厚生労働大臣が承認した額とする。）  

（2）小型児童館（217．6平方米以上）  

29，112千円  

都市部で児童館用地の取得が困難と認   

められる場合等（163．2平方米以上）  

21，833千円  

事施工のため直接必要な事  
務に要する費用であって、  
旅費、消耗品費、通信ユ垂搬  
費、印刷製本費及び設計  
監理料等をいい、その額は  

工事費又は工事請負費の  
2．6％に相当する額を限  
度とする。以下同じ。）   

厚生労働大臣が承認した面積（ただし、   

都道府＝県の人口規模により、付表1に掲   

げる補助基準面積の範囲内で、2，000平   

方米以上のもの。）に1平方米当たり基   

準単価356，800円（実1平方米当たり基   

準単価に満たないときは実1平方米当た   

り単価とする。）を乗じて得た額。  

イ B型児童館（1，500 平方米以上）  

535，41‘1干円   

（ただし、A型児童館と併設する場合に   

は厚生労働大臣が承認した額とする。）  

（2）小型児童館（217、6 平方米以上）  

31．105千円   

都市部で児童館用地の取得が困難と認  

められる場合等（163．2平方米以上）  

23．826千円  

（3）児童センター（336．6 平方米以上）  

44，866千円  

ただし、大型児童センター（500平方  

米以上）については、次に掲げる額。  

62，516干円   

（4）放課後児童クラブ室（（2）、（3）の整備  

とは別に整備する場合に限る。）  

12，500千円   

2 1の（2）、（3）の整備の際、放課後児童ク   
ラブ重（31．8平方米以上）を設ける場合、   

次の額を加算する。  

3，981千円   

3 1の（1）、（2）及び（3）の整備の際、初度   
設備を施設と一体的に整備する場合、次の   

額を加算する。  
（1）大型児童館については、1施設当たり  

100L 389千円   

（2）小型児童館及び児童センターについて   

は、1施設当たり  2，469千円  

（3）児童センター（336．6平方米以上）  

46，859千円  

ただし、大型児童センター（500平方  

米以上）については、次に掲げる額。  

62．516干円   

（4）放課後児童クラブ室（（2）、（3）の整備  

とは別に整備する場合に限る。）  
12，500千円   

2 1の（2）、（3）の整備の際、放課後児童ク   

ラブ室（31．8平方米以上）を設ける場合、   

次の額を加算する。  

3．981干円   

3 1の（1）、（2）及び（3）の整備の際、初度   

設備を施設と一体的に整備する場合、次の   

額を加算する。  
（1）大型児童館については、1施設当たり  

100，389千円   

（2）小型児童館及び児童センターについて  

は、1施設当たり  2，469干円  



現  行  改  正  後  

ただし、年長児童用設備を施設と一体  

的に整備する小型児童館及び児童センタ  

ー（大型児童センターを除く。）につい  

ては、1，993干円を限度に加算する。  
大型児童センターについては、1施設  

当たり  4，462千円   

4 平成2年8月7日厚生省発児第123号   
「児童館の設置運営について」の第4の1   

の（3）のアの（イ）及び2の（3）のア   

の（エ）に規定する移動型児童館用車両を   

整備する場合  上限3，682千円   

5 平成3年11月25日社施第121号「都市部   

における社会福祉施設の整備の促進につい   

て」に定める既設社会福祉施設用地有効活   

用改築促進制度に適合する整備を行う場合   

には、1の施設の種類ごとに掲げる額に  

1．08を乗じて得た額とする。   

1 厚生労働大臣が承認した面積（ただし、   

本文の4の表拡張の欄（1）の場合119平方   

米を限度とし、同欄（2）の場合31．8平方米   

を限度とする。）に付表2に掲げる1平方   

米当たり基準単価（実1平方米当たり単価   

が、1平方米当たり基準単価に満たないと   

きは実1平方米当たり単価とする。）を乗   

じて得た額。   

2 既存の′ト型児童館又は児童センター（大   

型児童センターを除く。）で年長児童用設   

備を施設と一体的に整備する場合、次の額   

を加算する。   
1施設当たり  4，462千円  

大型児童センターについては、1施設  

当たり  4，462干円   

4 平成2年8月7日厚生省発児第123号   
り巳童館の設置運営について」の第4の1   

の（3）のアの（イ）及び2の（3）のア   

の（エ）に規定する移動型児童館用車両を   

整備する場合  上限3．682千円   

5 平成3年11月25日社施第121号「都市部   

における社会福祉施設の整備の促進につい   

て」に定める既設社会福祉施設用地有効活   

用改築促進制度に適合する整備を行う場合   
には、1の施設の種類ごとに掲げる額に  

1．08を乗じて得た額とする。   

1 厚生労働大臣が承認した面積（ただし、   

本文の4（7）表拡張の欄（1）の場合119平方   

米を限度とし、同欄（2）の場合31．8平方米   

を限度とする。）に付表2に掲げる1平方   

米当たり基準単価（実1平方米当たり単価   

が、1平方米当たり基準単価に満たないと   

きは実1平方米当たり単価とする。）を乗   

じて得た額。   

2 既存の／ト型児童館又は児童センター（大   

型児童センターを除く。）で年長児主用設   

備を施設と一体的に整備する場合、次の額   

を加算する。   

1施設当たり  4，462千円  

車両の購入費及び改装費   車両の購入費及び改装費   

拡張に必要な工事費又は  

工事請負費及び工事事務費   

拡張に必要な工事費又は  

工事請負費及び工事事務費   

大規模修繕に必要な工事  

費又は工事請負費及び工事  

事務費   

1 厚生労働大臣が必要と認める額とする。   

ただし、第5欄に定める対象経費の実支   

出額（以下「実支出額」という。）がこれ   

に満たないときは、実支出額とする。   

2 既存の小型児童館又は児童センター（大   

型児童センターを除く。）で年長児童用設   

備を施設と一体的に整備する場合、次の額   

を加算する。   

1施設当たり  4，462千円  

1 厚生労働大臣が必要と認める額とする。   

ただし、第5榊に定める対象経費の実支   

出額（以下「実支出額」という。）がこれ   

に満たないときは、実支出額とする■。   

2 既存の小型児童館又は児童センター（大   

型児童センターを除く。）で年長児童用設   
備を施設と一体的に整備する場合、次の額   

を加算する。   

1施設当たり  4，462干円  

大規模修繕に必要な工事  

費又は工事請負費及び工事  

事務費  



単  価   備  考   

1 2 4， 9 0 0 円  
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改  正  

別紙（2）  

事   業  計   

1 対象施設の概要  

（1）施設の名称  

（2）所在地  

（3）事業の目的及び効果  

（4）設置主体及び経営主体  

（5）利用（1日当たり予定）人員  乳幼児  

小学生  

中学生等  

計   

2 施設整備費に係る事業計画  

（1）施設の規模及び構造  

ア 敷地面積  ポ  

別紙（2）  

事   業   計   

1 対象施設の概要  

（1）施設の名称  

（2）所在地  

（3）事業の目的及び効果  

（4）設置主体及び経営主体  

（5）利用（1日当たり予定）人員  乳幼児  

小学生  

中学生等  
計   

2 施設整備費に係る事業計画  

（1）施設の規模及び構造  

ア 敷地面積  ポ  

人
人
人
人
 
 

人
人
人
人
 
 

イ 敷地の所有関係（自己所有地、借地、買収（予定）地の別）  

ウ 整備の区分   

施設整備の区分（創設、改築、大規模修繕の別）  

（初度設備相当加算、移動型児童館用車両の有無）  

エ 建物の面積  建築面積  ポ、延面積  ポ  

イ 敷地の所有関係（自己所有地、借地、買収（予定）地の別）  

ウ 整備の区分   

施設整備の区分（創設、改築、大規模修繕の別）  

（初度設備相当加算、移動型児童館用車両の有無）  

エ 建物の面積  建築面積  ポ、延面積  ポ  

オ 建物の構造 （  造）  オ 建物の構造 （  造）  

（注）1各室ごとに室名、塑造及び面積を明らかにした表を添付すること。  

2 配置図及び各階平面図を添付すること。  

3 B型児童館については、上記に加え近隣の自然環境等のわかる資料を  

（注）1各室ごとに室名及び面積を明らかにした表を添付すること。  

2 配置図及び各階平面図を添付すること。  

3 B型児童館については、上記に加え近隣の自然環境等のわかる資料を  

添付すること。  

（2）整備費内訳   

ア 工 事 費   

イ 工事事務費   

り （小 計）   

エ その他の工事費   

オ 初度設備   

力 移動型児童館用車両   
キ 合  計  

添付すること。  

整備費内訳   

工 事 費  
イ 工事事務費  

ウ （小 計）  
エ その他の工事費  

オ 初度設備  

力 移動型児童館用車両  

キ 合  計  

（2）   

ア   

（1n了当たり  円）  円
円
円
円
円
円
円
 
 

円（1n了当たり  円）  



現  行  改  正  後  

初度設備の内容  

（注）1 工事費費目別内訳書を添付すること。  

2 車両を整備する場合は次の資料を添付すること。  

ア 整備車両の概要説明書  

イ 車両整備を必要とする理由・目的  

（3）財源内訳   

ア 国庫補助金   

イ 設置者負担金  

（内訳）一般財源  

地方債  

寄付金   

ウ 合  計  

（4）施工計画   

ア 直営・請負の別   

イ 契約年月日   

ウ 着工年月日   

工 完成年月日   

オ 事業開始年月日  

（5）その他参考事項   





別紙（1）  

児童厚生施設整備費申請額算出内訳  

（整備区分：創設・改築・拡張・大乱模修繕）  （施設の名称）  

総事業費  同J屯補助  

区  分  基本恕  国J車補助金 所要額      面積等  単  価  金  額  長の瓜実  苧A製E㌢l  面積等  

G   円  K  円  

圭ヒ  三拝  費  m  

工  事  事  務  費  

初 度 設 備 相 当 加 昇  

年 長 児 寛 用 加 算  

移動型児童館用司i二両  

（  小   計  ）  

そ の 他 の 工 事 費  

計  

（注）1 （整備区分：創設・改築・拡張・大規模修繕）には、該当する整備区分に○印を付すこと。  
2 1う欄には、施設整備費の工事費の対象面梢を、移動型児童館用車両については設餞台数を記入すること。  

3 C柵の金額に1円未満の端数がある場合は、l円未満を切り捨てて記入すること。  

4 工事事務費の：D欄には、A欄の金額と工事費のD欄の金額の2．6％に相当する金額を比較して少ない方の金額を記入すること。  
5 J欄には、D欄、F欄及び【欄の金額を比較して最も少ない金額を記入すること。  

6 K欄には、J欄の会名即こ所定の同庫補助率を乗じて得た顎を記入すること。ただし、1，000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。   

感  

別紙（1）  

児童厚生施設整備費申請額算出内訳  

（整僻区分：創設・改築・拡張・大規模修繕）  （施設の名称）  

総事業費  国庫補助  

区  分  対象経螢の英文出（予定）額            基本街  国産補助金 所要額      両手胴享  1注  価 企  柳    雪A製E㌍  面積等  

G   円  K  円  

泄  
］二  事  資  田  

I二  llt l片  務  費  

初度設備相 当 加策  

i早 良 児 遣 用 加 舞  

移動牒＝児童鮪用東両  

闇  

その他の－仁  

／          ／   ／  
（注）l（整備区ク  

2  1童用加算の欄には、拡張又は大規検修繕の場合のみ記入し 創設又は改築の場合は 工事費に含めて記入すること  
旦 B欄には、施設整備闇の工事狩の対象面相を、移動型児桓館用布両については設一捏台        己入すること。  
4 C順の金町に1円未満の端数があか場合は、1「未満を切り捨てて記入すること。  
旦 工朝一携汁のD欄には、∧欄の金街と二「昭やの【）偶の金顆の2・6％に相当する金町を比較して少ない方の企槻を記入すること∩  

督  旦J欄には、【）欄、F欄及び巨閑の金額を比較して最も少ない金願を言じ入すること。  
ヱ K㈱には、＿＝閥の金柑に所定のl郡甘酢助率を乗じて得た槻を記入すること。ただし、l，000【甘木偶の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。   

了5   



改  正  

別紙（2）  

事   業  計  
1 対象施設の概要  
（1）施設の名称  

（2）所在地  

（3）事業の目的及び効果  
（4）設置主体及び経営主体  
（5）利用（1日当たり予定）人員  乳幼児  

小学生  
中学生等  

計  

事   業  計  

1 対象施設の概要  
（1）施設の名称  

（2）所在地  

（3）事業の目的及び効果  
（4）設置主体及び経営主体  
（5）利用（1日当たり予定）人員  乳幼児  

小学生  
中学生等   

計  

人
人
人
人
 
 

人
人
人
人
 
 

2 施設整備費に係る事業計画  
しり次世代育成支援行動計画等名   

（注）次世代育成支援行動計画等の該当部分の写しを鱒付すること。  
〔旦L施設の規模及び構造   

ア 敷地面積  ポ  

2 施設整備費に係る事業計画  
（1）施設の規模及び構造  

ア 敷地面積  
イ 敷地の所有関係（自己所有地、借地、買収（予定）地の別）  
り 整備の区分   
施設整備の区分（創設、改築、拡張、大規模修繕の別）  

（初度設備相当加算、年長児童用加算、移動型児童館用車両の  
有無）  

イ 敷地の所有関係（自己所有地、借地、買収（予定）地の別）   
り 整備の区分  

・施設整備の区分（創設、改築、拡張、大規模修繕の別）  （頓現轡嘩  
工 建物の面積  建築面積  ポ、延面積  ポ  

エ 建物の面積  建築面積  
（放課後児童クラブ室（再掲）  

オ 建物の構造 （  造）  

（放課後児童クラブ室（再掲）  ポ）  （注）1 各室ごとに室名及び面積を明らかにした表を添付すること。（複合  
施設の場合は、施設全体の面積及び各施設ごとの面積を明らかにした  
ものであること。）  
なお、拡張の場合は、既存建物との関係を明示すること。  

2 配置図及び各階平面図を添付すること。  
なお、拡張の場合は、既存建物との関係を図面上で明示すること。  

3 B型児童館については上記に加え、近隣の自然環境等のわかる資料を  
添付すること。  

オ 建物の構造 （  造）  

（注）1 各室ごとに室名、用途及び面積を明らかにした表を添付すること。（複合  
施設の場合は、施家蚕体の面積及び各施設ごとの面積を明らかにした  
ものであること。）  

なお、拡張の場合は、既存建物との関係を明示すること。  
2 配置図及び各階平面図を添付すること。  

なお、拡張の場合は、既存建物との関係を図面上で明示すること。  
3・B型児童館については上記に加え、近隣の自然環境等のわかる資料を  
添付すること。  

建 
ア 工 事 費   
イ 工事事務費   
り （小 計）   
エ その他の工事費   
オ 初度設備   
カ 年長児童用設備   

キ 移動型児童館用車両   
ク 合  計  

（2）整備費内訳  

ア 工 事 費  
イ 工事事務費  
り （小 計）   
エ その他の工事費  

（※）オ 初度設備  

（※）カ 年長児童用設備  

キ 移動型児童館用車両   
ク 合  計  

円（1rげ当たり  

円  

円  

円  

円  

円  

円  

円  

円）  （1nf当たり  円）   円
円
円
円
円
円
円
円
 
 （注）メ7の年長児童卿創設ヌは   

改築の場合には、アの工事費に年長児童用設備の金額を含めて記入すること。  



現  行  改  正  後  

（※）オ、カの内容（整備区分ごとに記載）  都度設備L年長児重用設備の内容  

（整備区分ごとに記載。創設又は改築の場合には、御重用設備の  
内容を必ず記入すること。）  

（注）1 工事費費目別内訳書を添付すること。  
2 車両を整備する場合は次の資料を添付すること。  

ア 整備車両の概要説明書  
イ 車両整備を必要とする理由・目的  

（注）1 工事費費目別内訳書を添付すること。  
2 車両を整備する場合は次の資料を添付すること。  

ア 整備車両の概要説明書  
イ 車両整備を必要とする理由・目的  

（3）財源内訳   

ア 国庫補助金   
イ 00補助金   
ウ 設置者負担金  

（内訳）一般財源  

地方債  

工 合  計  
寄付金  

（4）施工計画   
ア 直営・請負の別   

イ 契約年月日   
り 着工年月日   
工 完成年月日   
オ 事業開始年月日  

（5）その他参考事項   

し竺⊥財源内訳   
ア 国庫補助金   
イ 00補助金   
り 設置者負担金  

（内訳）一般財源  

地方債  

工 合  計  
寄付金  

（5）施工計画 ‾‾  

テ 直営・請負の別   
イ 契約年月日   
ウ 着工年月日   
工 完成年月日   
オ 事業開始年月日  

（6）その他参考事項  

円
円
円
 
 



改  正  後  

別紙3  

5（3）又は（4）の間接補助の場合  

号
 
日
 
 
 

厚 生 労 働 大 臣  殿  

道
定
核
 
 

都
指
中
 
 

県
市
 
 

府
都
 
 
市
 
 

平成  年度児童厚生施設等整備費補助金の交付申請について  

標記について、次により国庫補助金を交付されるよう関係書類を添えて申請  

する。  

申  請  額  金  1
 
2
 
3
 
4
 
 

施設の名 称  

申請額算出内訳  別紙（1）のとおり  

事 業 計 画  

（設置主体から都道府県（指定都市又は中核市）へ提出された申請書の事  

業計画の副本）  

（別紙2の別紙（2）の様式を準用すること。）  

（添付書類）  

・都道府県（指定都市又は中核市）及び設置主体の歳入歳出決算書（見込   

書）抄本   






